
小濱道博 著
ここ3年で
行政処分が
倍増？
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小濱道博著

管理者になったその日から

これだけはおさえておきたい実地指導は

OK!
これで 算定要件

通所介護編

A5判・152 頁
定価：本体 2,300 円 +税

図解やイラスト、
具体的な実例で

見やすい！ わかりやすい！

平成29年度
介護報酬改正に対応！

実地指導の
ポイントについて

短時間で勘所がわかる！

この 1冊で行政処分や報酬返還とならないための
ポイントがチェックできる！！

本書の
特色

「これだけはおさえるべき」ことに絞った内容構成

実例をあげてわかりやすく解説！

報酬返還にならないための「請求誤り」「人員配置誤り」「記
録の不備」等にポイントを絞り込み、短時間で効率よくチェッ
クできます。

具体的な実例をあげて実地指導で指摘の多い間違いやすい規
定・算定要件を重点的に、図やイラスト入りでわかりやすく解
説しています。
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第 2章　介護報酬の算定要件
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3 加算　（4）中重度者ケア体制加算

（4）中重度者ケア体制加算
　中重度の要介護者を受け入れる体制を整備した場合に、１日 45単位を算定し
ます。体制加算のため、利用者の要介護度にかかわらず全員が算定対象となりま
す。

〈チェック事項〉

1  人員配置

□  人員基準に規定する介護職員・看護職員の員数に加えて、看護職員又は介
護職員を常勤換算方法で２以上多く確保しているか

□  通所介護を行う時間帯を通して、専従の看護職員を１人以上配置している
か

2  中重度者の割合

□  前年度又は前３ケ月間の利用者の総数のうち、要介護３以上の利用者の割
合が30％以上であるか

3  社会性の維持のプログラム

□  中重度の要介護者でも、社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケア
を計画的に実施するプログラムを作成しているか

●この加算では、介護職員・看護職員のどちらかについて、人員基準に加えて月
全体で「常勤換算方法で２以上」多い配置が必要です。

　 ➡具体的な計算方法は、「解説　看護職員・介護職員の計算方法」■頁を参照

●専従の看護職員は、他の職種との兼務は認められません。
●専従の看護職員は通所介護を行う時間帯を通じて１人が配置されていれば、時
間帯によって担当看護職員が変わっても、加算の要件を満たします。

●専従の看護職員の勤務時間は、1の「常勤換算方法で２以上」多い配置を確保
するための勤務時間数に含めることはできないので注意が必要です。ただし、
人員基準上の看護職員配置のための勤務時間数には含めることができます。

●「前３ケ月」の直前の月は実績ではなく予測値で利用者を計算します。
　 ➡「解説　前３ケ月の考え方」■頁を参照

1   人員配置

2   中重度者の割合

中重度者ケア体制加算に必要な配置

管理者
１人

事業所ごと 単位ごと
生活相談員
１人

機能訓練指導員
１人

看護職員　or　介護職員
常勤換算で２以上

看護職員
１人管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士

他の職務との兼務はNG！

介護職員
１人＋α

管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士
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●サービス提供日ごとに、事業所でバイタルチェックなどの看護関係業務を行う
時間帯に、看護職員１人の専従配置が必要です。

●それ以外の時間帯は、次のａ～ｃのいずれかのように通所介護事業所と密接か
つ適切に連携できる場合は専従しないとすることができます。
ａ　 同じ事業所で機能訓練指導員等の兼務をしている。
ｂ　 同じ事業者が運営する他の事業所に従事していて、連携ができている。
ｃ　 病院、診療所、訪問看護ステーションの看護職員が、事業所の利用者の健康状

態の確認を行う協定書等を結ぶなど、連携ができている。

●地域密着型通所介護で定員 10人以下の場合は特例があります（12頁参照）。

1  看護職員

〈チェック事項〉

1  看護職員

□  単位ごとに、バイタルチェック時など看護業務を行う時間に、看護師又は
准看護師を専従で１人以上配置しているか

人員基準1
　通所介護事業所には、事業所ごとに管理者・生活相談員・機能訓練指導員、単
位ごとに看護職員・介護職員を置くことが法令で定められています。
　介護職員については、利用者数により配置する人数が変わりますが、それ以外
の職種は１人置くことで基本的な基準を満たすことができます。しかし、兼務が
できるか、サービス提供時間中にずっといる必要があるのか、常勤でなければい
けないのかなどは職種によって基準が異なりますので、必ず確認しましょう。

訪問看護
ステーション

通所介護

バイタル
チェック時

バイタルチェック等の時間帯のみ専従配置、
それ以外は病院や訪問看護ステーションで
勤務をしていてもOK

9：00

※密接かつ適切な連携がとれている場合

10：00

人員基準を満たすのはこんな配置！

管理者
1 人

事業所ごと 単位ごと
生活相談員
1 人

機能訓練指導員
1 人

看護職員
1 人管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士

同一敷地内なら
兼務OK！

バイタルチェック
時だけにいれば
OKの場合もあり

常に 1人は
いないとダメ！
利用者数によって
必要な人数が変わる

介護職員
1 人＋α

１日中いる必要
なし

管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士
→　中重度ケア体制加算（82頁）
→　認知症加算（98頁）
→　口腔機能向上加算（108頁）
を算定する場合は、看護職員の配置
や兼務に注意！
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チェック事項と解説により
おさえるべきポイントが

理解できる

図解やイラスト入りで
見やすく、わかりやすい

実地指導通所（058388）

キ リ ト リ 線

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを✓で選択ください。）　□代金引換により支払います。　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

ご住所
〒　　　─

□公用
□私用

＠様　㊞
─　　　　　　─

機関名 部署名

部申込部数

取 扱 い

TEL

E-mailご氏名
フリガナ

お客様の個人情報の
取扱いについて

　1万円以下の場合、300円+税
　3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

■宛先
〒107-8560
東京都港区南青山2-11-17
第一法規株式会社
　FAX.0120-302-640

書店印

平成　　　　年　　　　月　　　　日

詳細・お申し込みはコチラ
＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞

〈第一法規刊〉申 込 書

（本体 2,300円）　［コード 058388］●定価2,484円

実地指導はこれでOK！　管理者になったその日から
これだけはおさえておきたい算定要件【通所介護編】

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預
かりしました個人情報は、弊社ホームページに掲載の『プライバシーポリシー』に従い適切に管理いたします。フリーダイヤル　　TEL.0120-203-696　　FAX.0120-202-974

この申込書は、ハガキに貼るか、
このまま FAX で下記宛お送り
ください。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額 5,000 円（税込）以上のご注文は、国内配送料
サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

目　次（一部抜粋）

はじめに　実地指導の「リスク」は何か

　１　人員基準
　２　設備基準
　３　運営基準
　　（1）運営規程、重要事項説明書、契約書
　　（2）個人情報利用の同意書

　１　通所介護費
　　（1）通所介護費
　　（2）地域密着型通所介護費、療養通所介護費
　２　減算
　　（1）定員超過利用減算
　　（2）人員基準欠如減算
　　（3）事業所と同一建物内の利用者へのサービス提供
　３　加算
　　（1）延長加算
　　（2）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
　　（3）入浴介助加算
　　（4）中重度者ケア体制加算
　　（5）個別機能訓練加算
　　（6）認知症加算
　４　算定の手続き
　　（1）「介護給付費算定に係る体制等状況」届の提出
　　（2）請求、給付管理、過誤申立

　　（1）　その他の日常生活費
　　（2）　外出でのサービス提供

第１章　人員・設備・運営基準
　　　　―指定取消しにならないために―

第２章　介護報酬の算定要件 
　　　　―報酬返還にならないために―

第３章　介護保険外の料金、サービスとの
　　　　関係
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